
第７章 文化財の保存・活用の推進体制 

99 

 

第７章 文化財の保存・活用の推進体制 

１．文化財の保存・活用の推進体制 

（１）推進体制の基本方針 

本計画を推進するためには、行政のみならず文化財等の所有者や管理者、地域住民等

の協力、連携が不可欠であり、計画実現のための推進体制を構築することが必要である。 

そのため、本計画の推進体制は文化財課を中心とし、関係各課との連携を図りながら

事業の推進を図ることを基本とする。具体的な事業や取組みの実施に関しては、国や栃

木県の指導を仰ぎながら、文化財所有者や地域住民、庁内各関係課が共に主体となって

地域総がかりで実施する。 

本市の文化財の保存・活用については、市教育委員会事務局の文化財課が主な役割を

担っており、学芸員（考古）３名、事務職員３名、しもつけ風土記の丘資料館及び下野薬

師寺歴史館に各３名（館長、会計年度任用職員２名）を配置している。文化財課では、文

化財の保存・活用にかかる業務全般と、文化財の所有者・管理者に対する研修や文化財の

維持・管理についての指導助言、しもつけ風土記の丘資料館や下野薬師寺歴史館の管理

等を行うほか、埋蔵文化財の発掘調査や整理・発掘調査報告書作成作業等を行っている。 

今後は、文化財担当課に加えてまちづくり担当課や事業担当課等関係部局との連携、

調整を図りながら、文化財の保存・活用に取り組む。 

また、本市では、文化財行政に関わる教育委員会の諮問機関として、下野市文化財保護

審議会を設置している。諮問に応じて文化財の保存・活用に関する事項を調査・審議し、

答申する役割を担っている。審議会は６名で構成され、各専門分野は郷土史３名、歴史１

名、建築史１名、民俗１名である。今後も適切な文化財行政を推進するために、下野市文

化財保護審議会の意見を文化財保護施策等に反映するとともに、文化財の指定の際には

下野市文化財保護審議会に諮り指定していくこととし、必要に応じて学識経験者の助言・

指導等が得られるよう、委員会等を設置する。 

本市の文化財は、本市域を越えて近隣自治体との歴史的・文化的関係性の中でその本

質的な特色をとらえることができるものも多い。そのため、現在も干瓢生産に関連する

道具の調査や、古墳や史跡等の活用を行うために連携した取り組みを行っている。しか

しながら、現在は部分的な取り組みにとどまっているため、今後は自治体を超えた文化

財の保存・活用のための相互連携体制の構築に向けて、近隣自治体との協議を進める。 
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（２）下野市の体制 

①文化遺産管理・活用に関する体制づくり 

下野市の文化財関連事業の推進に関しては、市教育委員会文化財課内でその機能を担

ってきた。現在も遺跡の整備に関する業務、開発行為に関する発掘調査、文化財関連の調

査、資料館の運営に関する業務等を進めているが、今後も複数の史跡整備や公共事業等

に係る発掘調査、報告書作成業務の継続が予想される。これらに加え、今後新たに文化財

の保存・活用に関する市民からの相談、関連する市民活動やグループ間の交流・連携等の

促進を支援する業務の増加が予想される。また、市民、庁内各部局が共に主体となって地

域総がかりで文化財の総合的な活用の促進、文化財のブランド化や観光分野と連携した

イベントの開催等、新たな事業展開に向け、新たな体制を整える必要がある。 

また、災害や盗難等による文化財の被害を防ぐために、国で定めた防火対策ガイドラ

インや防火対策 5 か年計画、下野市地域防災計画に基づき所有者だけでなく、地域住民

や石橋地区消防組合、下野警察署など関係者と連携を図り、各文化財の実情に応じた総

合的な防火・防犯対策を実施する。 

 

②周辺自治体との連携強化 

下野市を代表する文化財である史跡下野薬師寺跡、下野国分寺跡・尼寺跡、県指定史跡

国分寺愛宕塚古墳、丸塚古墳、児山城跡等はそれぞれの時代を通じて単独で存在してい

たわけではなく、周辺に点在する史跡や遺跡を含めて捉えることでよりその価値が高め

られる。そのため、広域的な文化財の保存・活用に向けて、隣接する栃木県埋蔵文化財セ

ンター、小山市琵琶塚古墳・摩利支天塚古墳資料館との連携を強化し、資料館の見学の受

け入れを進めるとともに、宇都宮市、上三川町、栃木市、壬生町などの周辺自治体間にお

けるサイクリングロード等を利活用した文化財活用の連携強化を推進する。 

 

③各種団体の状況及び今後の体制整備 

本市の文化財を保存・活用していくためには、本市をはじめとする行政機関だけで取

り組むことは難しく、地域において文化財の保存・活用に取り組んでいる団体と連携し

た取り組みが必要である。現在、本市において文化財の保存・活用に取り組んでいる団体

は、下表に示す 19団体がある。主に見学者等へのガイドを行う団体と、除草・清掃等の

保全活動を行うボランティア団体、民俗芸能の継承に係る団体である。これらの活動団

体と連携して文化財の保存・活用を図るため、団体に対する担い手育成支援や、必要な助

言・指導等を継続的に行う。 
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下野市の文化財保存・活用に関わる主な団体 

名称 主な活動エリア 活動概要 

文化財 観
かん

晃
こう

ガイドボランティア 市内全域 
市内文化財の見学者に対する 

解説等（会員数：29 人） 

下野薬師寺ボランティアの会 下野薬師寺跡周辺 

下野薬師寺跡の見学者に対する解説

や清掃活動、啓発活動等（会員数：37

人） 

天平の丘観光 

ガイドボランティアの会 

下野国分寺跡・ 

下野国分尼寺跡周辺 

下野国分寺跡・国分尼寺跡周辺の見

学者に対する解説等（会員数：11 人） 

児山城址守り隊 児山城跡周辺 
児山城跡の保全活動及び啓発活動

（会員数：約 20 人） 

平美林会 
下野国分寺跡・ 

下野国分尼寺跡周辺 
除草・清掃作業 

国分寺小学校ＰＴＡ 下野国分寺跡 除草・清掃作業 

下古山星宮神社太々神楽保存会 下古山 太々神楽の保存・継承（会員数：11 人） 

下古山自治会・下古山こども会育成会 下古山 下古山星宮神社の祭礼等の支援 

橋本神社太々神楽保存会 橋本 太々神楽の保存・継承（会員数：14 人） 

橋本自治会 橋本 橋本神社の祭礼等の支援 

石橋地区６町自治会（本町・旭町・石

町・寿町・上町・栄町） 
石橋 石橋愛宕神社の祭礼等の支援 

栄町囃子部 石橋 囃子の保存・継承（会員数：30 人） 

中大領大杉囃子保存会 中大領 大杉囃子の保存・継承（会員数：18 人） 

薬師寺地区囃子連 薬師寺 
五段囃子の保存・継承（会員数：各町

内約 10 人） 

薬師寺地区自治会 薬師寺 薬師寺八幡宮の祭礼等の支援 

本吉田北自治会・本吉田南自治会 本吉田 吉田八幡宮の祭礼等の支援 

小金井地区自治会 小金井 金井神社の祭礼等の支援 

下野市地域活性化委員会 市内 干瓢生産に関する普及啓発 

下野市農村生活研究グループ協議会 市内 
干瓢をはじめとする市の農産物の普

及啓発 

 

文化財の保存・活用の体制 

下野市 

 文化財課 

  ・業務内容 下野市の文化財の保存・活用に関する業務 

  ・職員６名（うち埋蔵文化財の専門職員３名、事務職員３名） 

 商工観光課 

  ・業務内容 観光・商工業の振興、観光施設や道の駅しもつけの管理に関する業務 

 農政課 

  ・業務内容 農業振興、農村交流施設等の管理、農村整備に関する業務 
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下野市 

 都市計画課 

  ・業務内容 下野市の景観づくり、歴史まちづくり法に関する業務 

 生涯学習文化課    

  ・業務内容 生涯学習・社会教育の推進、文化施設の管理・運営に関する業務 

 学校教育課 

  ・業務内容 下野市の特色ある学校教育（ふるさと学習）の推進、小中学校の教育課程等に関す

る業務 

 石橋地区消防組合 

  ・業務内容 下野市内における火災等の災害の警戒・対応 

関係機関 

 しもつけ風土記の丘資料館 

  ・業務内容 下野国分寺跡・尼寺跡等資料館周辺に所在する史跡等に関する展示及び埋蔵文化財

の整理作業等 

  ・職員３名 

 下野薬師寺歴史館 

  ・業務内容 国指定の史跡下野薬師寺跡のガイダンス及び管理に関する業務 

  ・職員３名 

下野市文化財保護審議会 

 ・審議事項 下野市の文化財の保存・活用に関する事項 

 ・委員の職名  学識経験者６名で構成。 

         各専門分野 郷土史（３名）、歴史（1 名）、建築史（1 名）、民俗（1 名） 

栃木県 

 栃木県教育委員会事務局文化財課 

・業務内容 栃木県内の国指定、県指定等の文化財の保存・活用に関する業務 

 栃木県埋蔵文化財センター 

 ・業務内容 栃木県内の埋蔵文化財の保護及び調査研究活動 

 栃木県立博物館 

 ・業務内容 栃木県内の歴史文化、自然に関する資料の収集、保存、調査研究及び教育普及 

 下野警察署 

 ・業務内容 下野市内の防犯・事故防止、埋蔵文化財・銃砲刀剣類の発掘届に関する業務 

その他民間団体、教育・研究機関等 

 一般社団法人 下野市観光協会 

 ・業務内容 市の観光振興、各種イベントの運営 

 株式会社 道の駅しもつけ 

 ・業務内容 下野市の文化や特産物を活用し、地域の活性化を図る。 

下野市石橋地区都市農村交流施設 ゆうがおパーク 

・業務内容 下野市の農産物を活用し地域の活性化や地域農業の振興、６次産業化を推進する。 

独立行政法人国立高等専門学校機構 小山工業高等専門学校 

・業務内容 歴史的建造物の調査及び研究  

 


